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平成 20 年７月３日  

金 融 庁 

 

生命保険会社 10 社に対する行政処分について 
 

Ⅰ．金融庁は、全ての生命保険会社（38 社）に対し、保険業法第 128 条等に基づき平

成 19 年２月１日付で過去５年間（平成 13 年度～17 年度）に保険金等の支払事由が

発生した事案に関し、追加的な支払いを要するものの件数及び金額等について報告

徴求命令を発出した。これを受け、平成 19 年 12 月までに全社から報告書が提出さ

れた。 

当局において各社の報告書を検証したところ、そのうち 37 社において保険金等

の支払漏れ（保険事故が発生し、主たる保険金等の支払は行われているにもかかわ

らず、保険会社が他の保険金等について保険契約者等から請求がなかった等のため

支払っていなかったことをいう。以下同じ。）等が認められた。うち 10 社（注）に

ついては保険金等の支払漏れ等が多数多額に上った（10 社計で約 99 万件、約 791

億円）うえ、共通して経営管理態勢及び業務運営態勢に一層の改善の必要性が認め

られた。 

 

（注）日本生命保険相互会社、第一生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社、

住友生命保険相互会社、朝日生命保険相互会社、富国生命保険相互会社、三井

生命保険株式会社、大同生命保険株式会社、アメリカンファミリー ライフ ア

シュアランス カンパニー オブ コロンバス、及びアメリカン ライフ インシ

ュアランス カンパニー 
  

 ※ 「生命保険会社の保険金等の支払状況に係る実態把握の結果について」（金融庁ホームペ

ージ） 

 

Ⅱ．上記報告徴求命令に基づく各社から提出された報告書を精査・分析したところ、

上記Ⅰ．の 10 社に関し以下の事実が認められた。 

１．これらの社においては、概ね次のような事例の多数多額の保険金等の支払漏れ

等が発生しており、契約者等の被害の程度は大きく、また、支払漏れ等は継続的

に発生しており、反復性等も認められた。 

 

① 保険金等の請求に必要な診断書等（以下「診断書等」という。）に記載された

入院、手術等に関する情報の見落とし又は見誤り等により、本来、支払われる 

べき保険金等が支払われていなかった事例 

 

② 診断書等に記載された内容から、請求を受けた保険金等以外にも支払える可

能性がある保険金等があったにもかかわらず、契約者等へ請求が可能な保険金

等があることを案内していなかったことから、他に支払可能であった保険金等

が支払われていなかった事例 

 

http://www.fsa.go.jp/news/20/hoken/20080703-5.html
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③ 複数の保険契約の加入がある契約者等から、一部の契約について保険金等の

請求を受けた場合に、当該契約以外の契約に基づいて支払える可能性がある保

険金等があったにもかかわらず、契約者等へ請求が可能な保険金等があること

を案内していなかったことから、他の契約に基づき支払可能であった保険金等

が支払われていなかった事例 

 

④ 失効契約に係る返戻金について、契約者等への案内が不足していたことから、

当該返戻金が支払われていなかった事例、遅延利息について、計算誤り等により

支払金額が過少となっていた事例等  

 

２．このような保険金等の支払漏れ等が発生した要因として、これらの社の経営管

理態勢及び業務運営態勢について概ね次のような問題が認められた。 

 

① 経営陣をはじめ会社全体として、保険金等の支払漏れ等の発生を防止するこ

との必要性の認識が不十分であった。 

   特に、契約者等に対して請求案内を行うことの重要性についての認識が不十

分であった。 

 

② 保険金等の支払漏れ等に焦点を当てた実効性のある内部監査が実施されてい

なかった。このため、多数多額の保険金等の支払漏れ等が発生している事実を

内部監査部門が把握していなかった。 

 

③ 保険金等の支払漏れ等を未然に防止するために必要なシステムの整備、漏れ

なく請求案内を行う事務プロセスの整備、支払査定者間の相互チェックなど人

為的ミスを排除するための態勢整備に不備が見られた。  

 

④ 保険金等の支払事由の特性等を考慮した支払担当者等に対する研修及び教育

態勢が不十分であった。 

 

⑤ 保険金等の請求漏れを未然に防止するための契約者等に対する注意喚起や具

体的な保険金等の請求方法についての情報提供といった契約の保全業務態勢が

不十分であった。 

 

３．また、これらの社においては、保険金等の支払漏れ等の発生原因分析に基づく
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再発防止策等が策定され、その実行に着手するなど一定の業務改善は認められた

が、再発防止策等についての内部監査部門等による実効性の検証を終えていない

など、未だ業務改善は途上段階にある。したがって業務改善プロセスの定着を図

っていく必要があると認められた。 

 

Ⅲ．以上の事実を踏まえ、本日、保険業法第 132 条第１項又は第 204 条第１項の規定

に基づき、次の生命保険会社 10 社に対し、以下の内容の業務改善命令を発出した。 

 

１．命令の発出先 

  日本生命保険相互会社、第一生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社、

住友生命保険相互会社、朝日生命保険相互会社、富国生命保険相互会社、三井生

命保険株式会社、大同生命保険株式会社、アメリカンファミリー ライフ アシュ

アランス カンパニー オブ コロンバス、及びアメリカン ライフ インシュアラ

ンス カンパニー 

 

２．業務改善命令の内容 

 

（１）経営管理（ガバナンス）態勢の改善及び強化 

経営陣が、保険金等の支払漏れ等を未然に防止するための保険金等支払管理

態勢の整備について、主体的かつ統一的に関与する態勢の改善及び強化を図る

こと。 

 

（２）内部監査態勢等の改善及び強化 

保険金等の支払漏れ等に係る再発防止策等の実施状況やその実効性を自ら

検証していくための内部監査態勢等の改善及び強化を図ること。 

 

（３）保険金等の支払漏れ等に係る再発防止策等の必要な見直し及び改善 

保険金等の支払漏れ等の発生原因分析に基づき策定した再発防止策等を確

実に実施するとともに、その実効性を自ら検証し、必要な見直し及び改善を図

ること。 

 

（４）上記（１）から（３）について、具体策及び実施時期を明記した業務改善計

画を平成 20 年８月１日（金）までに提出し、以後、業務改善計画の実施完了

までの間、計画の進捗及び実施並びに改善状況をとりまとめ、６ヶ月毎に報告

すること。 

 

 

 

お問い合わせ先                                

金融庁 Tel：03-3506-6000(代表)  

監督局保険課  

(内線 3335、3344) 
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